
新旧対照表 

改正理由：基本指針改正により、新たな目標指標として「後発医薬品の金額シェア」が示されたため、県の計画に組み込むとともに、その指標を考慮した医療費の     

見込みとするため。 
改正後（案） 改正前 

第２章 健康福祉に関する県の取組と目標 
２ 健康福祉に関する目標 

項目 現状値 目標値 

（11）後発医薬品の金額シェア 58.3％ 
（令和 4年度） 65％以上 

（12） 
（略） （13） 

（14） 
 
第３章 計画期間における医療費の見込み 
１ 令和６年度から令和１１年度までの医療費の推計 

 

第２章 健康福祉に関する県の取組と目標 
２ 健康福祉に関する目標 

項目 現状値 目標値 

【新設】   

（11） 
（略） （12） 

（13） 
 
第３章 計画期間における医療費の見込み 
１ 令和６年度から令和１１年度までの医療費の推計 

 



 
２ 令和１１年度における制度区分別の一人当たり保険料の試算 
（１）市町村国民健康保険の一人当たり保険料（月額） 

医療費適正化取組前の試算額 8,194 円 
  医療費適正化取組後の試算額 8,128円 
（２）後期高齢者医療制度の一人当たり保険料（月額） 

医療費適正化取組前の試算額 9,071 円 
  医療費適正化取組後の試算額 8,999円 

 
２ 令和１１年度における制度区分別の一人当たり保険料の試算 
（１）市町村国民健康保険の一人当たり保険料（月額） 

医療費適正化取組前の試算額 8,194 円 
  医療費適正化取組後の試算額 8,143円 
（２）後期高齢者医療制度の一人当たり保険料（月額） 

医療費適正化取組前の試算額 9,071 円 
  医療費適正化取組後の試算額 9,015円 

 


